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「細則４－３ 移送取扱所の配管工事等の保安に係る自主保安基準」の解説 

 

本細則は、予防規程第 60 条の２第１項第９号及び第 10 号により予防規程に定めなければなら

ない「移送取扱所の配管の保安に関すること」を、予防規程（本編）と重複しないようにまとめた

ものです。 

全ての移送取扱所は、細則４－３を定める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記すべき事項がある場合、追加で

記載してください。 

施設の実態に応じた「情報共有対

象」を記載してください。 


